
参
議
院
議
員
小
西
洋
之
君
提
出
安
倍
内
閣
の
臨
時
国
会
召
集
義
務
を
定
め
た
憲
法
第
五
十
三
条
違
反
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
直
近
の
年
」
は
、
平
成
二
十
七
年
で
あ
る
。

二
、
三
及
び
七
に
つ
い
て

平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
以
前
に
お
い
て
、
憲
法
第
五
十
三
条
後
段
及
び
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）

第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
臨
時
会
の
召
集
の
要
求
に
対
し
て
、
内
閣
が
、
臨
時
会
で
は
な
く
、
常
会
の
召
集
を
行
っ
た
例
は

、
第
百
五
十
九
回
国
会
、
第
百
六
十
四
回
国
会
及
び
第
百
九
十
回
国
会
の
召
集
の
三
例
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
憲
法
第
五
十
三

条
の
趣
旨
に
従
い
、
内
閣
と
し
て
諸
般
の
事
情
を
勘
案
し
た
上
で
、
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

憲
法
第
五
十
三
条
は
、
御
指
摘
の
同
条
後
段
の
規
定
も
含
め
、
国
会
の
臨
時
会
の
召
集
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
と
承
知
し

て
い
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
平
成
十
五
年
十
二
月
十
六
日
の
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
会
に
お
け
る
秋
山
内
閣
法
制
局
長
官

（
当
時
）
の
答
弁
に
お
い
て
示
さ
れ
た
政
府
の
見
解
に
変
更
は
な
い
。



五
、
六
及
び
八
に
つ
い
て

御
指
摘
の
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
一
日
に
行
わ
れ
た
臨
時
会
の
召
集
の
要
求
に
対
し
て
は
、
政
府
と
し
て
こ
れ
に
適
切

に
対
応
す
る
た
め
、
現
下
の
諸
課
題
を
整
理
し
、
平
成
二
十
七
年
度
補
正
予
算
及
び
平
成
二
十
八
年
度
予
算
の
編
成
等
を
行

っ
た
上
で
、
本
年
一
月
四
日
に
第
百
九
十
回
国
会
を
召
集
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
政
府
と
し
て

は
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
し
た
も
の
と
考
え
て
お
り
、
「
憲
法
第
五
十
三
条
に
違
反
す
る
憲
法
違
反
行
為
」
で
あ
る
等
の
御

指
摘
は
当
た
ら
な
い
。


